
●住⺠税「均等割」が非課税とは︖

住⺠税は、前年１年間（１⽉〜12⽉）の所得に対して課税される税⾦であり、原則とし
て１月１日現在の住所地で課税されます。税額は「均等割」と「所得割」の合計額です。

住⺠税「均等割」と「所得割」の両⽅が課税されていない（非課税） のこと
を言います。
「均等割」が非課税の時は、「所得割」も非課税となります。

住⺠税の「均等割」「所得割」とは︖

「所得割」とは？
「所得割」とは、前年１年間（１⽉〜
12⽉）の所得をもとに計算される
税金

「均等割」とは？
「均等割」とは、広く均等に負担して
いただくもので、金額は一律の税金
（大野城市は4,500円）

●住⺠税「均等割のみ」が課税とは︖
住⺠税「均等割」が課税されていて、「所得割」が課税されていない（非課
税） のことを言います。

●住⺠税「所得割」が課税されているとは︖
住⺠税「均等割」と「所得割」の両⽅が課税されていることを言います。

「所得割」が課税されている時は、「均等割」も課税されます。

住⺠税 均等割 所得割

「均等割」が非課税 非課税 非課税

「均等割のみ課税」 課税 非課税

「所得割」が課税 課税 課税


